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議案第９２号 

 

藤沢市乳児等通園支援の利用可能時間に関する経過措置を定める条

例の制定について 

藤沢市乳児等通園支援の利用可能時間に関する経過措置を定める条例を次のよ

うに定める。 

２０２６年（令和８年）２月１２日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市乳児等通園支援の利用可能時間に関する経過措置を定める 

条例 

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家

庭庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令（令和７年内閣府令第９４号）附則

第２条第１項の規定により読み替えて適用する子ども・子育て支援法施行規則

（平成２６年内閣府令第４４号）第２８条の３２に規定する条例で定める時間

は、４時間とする。 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部

施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令により、乳児等通園

支援の利用可能な時間に関する経過措置について本市の条例において定める必要

による。 


